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新型コロナに関する支援制度（融資・助成・労働）について 
令和２年４月13日現在 

※各種支援制度は日々アップデートされています。最新の情報は、各問合せ先にお尋ねください。 

次のチャート図をもとに、あてはまる記号の制度と連絡先をご確認ください。 

Ａ  事業資金等の融資、給付のご相談 P.2 

Ｂ  小学校休業等対応助成金 P.6 

Ｃ  雇用調整助成金 P.6 

Ｄ  生活資金等の融資、給付のご相談 P.7 

Ｅ  労働に関するご相談 P.7 

F  税、社会保険料、公共料金等の支払猶予等 P.8 

相談者の立場（就業形態） 

① 雇用者（事業主） 

② 個人事業主・フリーランス 

③ 被雇用者（従業員） 

① 

相談内容 

① 売上の下落 

② 従業員に、休校中の子どもの 
   保護者がいて出勤できず 

③ 従業員の雇用維持に支障 

相談内容 

① 売上の下落 

② 休校中の子どもがおり、 
   仕事がキャンセルになった 

③ 生活資金の不足 

相談内容 

① 給与が減った、失業した 

② 給与未払い、内定取消し等 
   の扱いを受けた 

③ 休校中の子どもがいて出勤 
   できず 

B E 

C 

D 

③ 

① ② 

② 

③ 

② ① 

① 

③ 

③ 

② 

雇用、給与とも維持されている場合、被雇用者としては
相談先はなし。雇用者としてはB、Cを検討。 

国や愛知県では、新型コロナウイルス感染症の影響により困窮している事業者の方や、フリーラ

ンスの方、子供のいる従業員の方他がご利用いただける融資や補助制度を用意しています。 

制度によって相談者や相談内容によって取扱い窓口が異なりますので、下のフローチャートによ

り確認して、該当窓口にお問い合わせください。（相談先が複数となる場合があります）

＊チャート図（スタート） 

F A 

F 
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A.事業資金等の融資、給付のご相談 

融資については①から③まであります。また、②セーフティネット、危機関連保証について

どの認定を用いるかは、4ページ目のフローチャートをご参照ください。 

融 資 概 要 

 愛知県信用保証協会 日本政策金融公庫 

制 度 名
つなぎ資金
（環コロナ対策）

SN４号 
（環セ100）

SN５号 
（環セ80）

危機関連 
（環危） 

セーフティネット
特別貸付 

（個人事業主） （中小企業）

対象となる
売 上 減 少

1円以上 20％以上
5％以上 

（指定業種）
15％以上 5％以上 5％以上 

限 度 額 5,000 万円 8,000万円 8,000 万円 4,800 万円 6,000万円 3億円

融 資 期 間 3年 1～10年 1～10年 1～10年 運転8年以内 運転15年以内 

据 置 期 間 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 3年以内 5年以内 

年 利 1.2％ 1.1～1.4％ 1.2～1.5％ 1.1～1.4％ 有担保：1.21％等 1.36％等 1.11％等

利 子 補 給
当初1年分
100％

× × × 
当初 1年分
30％

当初3年0.9％引き※1

利子補給あり※2

信用保証料 0.38～1.74％ 年 0.79％ 年 0.67％ 年 0.79％ － － 

保証料助成 100％ 50％ 50％ × － － 

赤文字は一宮市の事業 

※1 上限あり。国民事業（個人事業主向け）3,000万円、中小企業事業1億円。 

※2 上記の枠について、条件を満たす方は利子補給を受けられます。詳しくは後述。 

（１）融資のご案内 

  ① 愛知県の緊急つなぎ資金 

メリット ・対象となる要件が広くなっています（申込の月の、1～3 か

月前のいずれかの月の売上が1円以上減少していること） 

・信用保証料ゼロです（県保証協会が全額負担） 

・融資期間 3年のうち、当初1年の利子を全額助成します

備考 ・融資期間は選択できません（3年／繰上げ返済可能） 

・設備資金には使えません 

問合せ先 各金融機関 

  ② セーフティネット、危機関連保証 

１ セーフティネット“４号（環セ100）”、“5号（環セ80）”

メリット ・信用保証料を50％助成します 

・融資期間は「つなぎ資金」より長くなります 

備考 ・4号は、コロナウイルスの影響で、直近の売上（令和2年1

月以降）が前年より20％以上落ちていることが条件です 

・5号は、指定業種（不況業種）で、直近の売上が前年より5％

つなぎ資金概要 

SN4号概要 
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以上落ちていることが条件です 

・4 号、5 号は合算 8,000 万円まで借りられます。また、「経

営安定」も含めた融資枠は 2 億 8,000 万円です。ただし、

「経営安定」は信用保証料の助成はありません（認定はします）

問合せ先 融資について：各金融機関

認定について：市商工観光課 融資Ｇ

外線：０５８６（２８）９１３２ 

内線：１６３１、１６３２ 

２ 危機関連保証“6項” 

メリット ・融資期間は「つなぎ資金」より長くなります 

備考 ・直近の売上（令和2年2月以降）が前年より15％以上落ち

ていることが条件です 

・信用保証料の助成はありません（認定はします） 

問合せ先 融資について：各金融機関

認定について：市商工観光課 融資Ｇ

外線：０５８６（２８）９１３２ 

内線：１６３１、１６３２ 

認定の申請についてはこちら 

  ４号            ５号           ６項 

  ③ 日本政策金融公庫の貸付 

   １ 経営環境変化対応資金（セーフティネット貸付） 

メリット ・当初 1年の利子（年利1.2％）を30％助成します

備考 ・利率は、担保の有無、融資期間で異なります。詳しくは、下

記問合せ先にお尋ねください 

問合せ先 事業資金相談ダイヤル 

電話：０１２０（１５４）５０５ 平日９時～１９時

日本政策金融公庫 一宮支店 

電話：０５８６（７３）３１３１ 平日 9時～17時 

   ２ いわゆる「国の無利子無担保の融資」（新型コロナウイルス感染症特別貸付） 

メリット ・個人事業主向けは 3,000 万円まで、中小企業向けは 1億円

まで当初3年間の利率が引き下げられます 

・次の「実質無利子」の条件を満たす方は、この3年分の利子

が後日補てんされます 

SN5号概要 

公庫・SN概要 
（国民事業） 

危機関連概要 
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◆直近の売上が前年より 20％以上（小規模事業者法人は

15％以上）落ちていること 

備考 ・利子補給の実施機関は、現時点で現在決まっていません 

問合せ先 事業資金相談ダイヤル 

電話：０１２０（１５４）５０５ 平日９時～１９時

日本政策金融公庫 一宮支店

電話：０５８６（７３）３１３１ 平日 9時～17時 

現在、窓口が大変込み合っているとの情報を受けています。
郵送、インターネットでも申込いただけます。

特別貸付・個人事業主向け    個人事業主向け申込用 
必要書類等          ネットフォーム 

「直近の売上」は、以下を除き、直近 1か月の実績と、向こう 2か月の見込みを合算した 3

か月予測のそれぞれについて、前年の同時期と比較し確認します。 

・5号認定は、直近3か月の実績です。ただし、当面、特例的に上記の見込み予測で受けま

す。 

・県のつなぎ資金、公庫の特別貸付自体は、直近1か月の実績です。 

・県のつなぎ資金は、総利益の落ち込みでも可能です。 

・その他、「創業1年未満」「店舗、事業増加で単純比較できない」など特例措置あり。 

 ＊セーフティネット、危機関連保証の認定についてのフローチャート 

売上の落ち込みは 

5％以上？ 
振小 

指定業種ですか？ ４号 売上の落ち込みは？ 

６項 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

５号 

15％未満 

20％以上 

ただし、SN枠の残なし 

15％以上 

20％未満 

ただし、SN

枠の残なし 

※減少率によって 
 県つなぎ資金、 
 公庫融資も対象。

公庫・特別貸付 
（個人事業主向け） 
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（２）持続化給付金 

対象者 中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者等（フリーランス

含む）、その他法人で、新型コロナウイルス感染症の影響により、

売上が前年同月比で50％以上減少している者 

給付額 前年の総売上－（50％以上減少の月の売上×12） 

※上限 法人：２００万円、個人事業者等：１００万円

申請先 ・原則としてオンライン申請の予定 

問合せ先 中小企業庁 金融・給付金相談窓口 

  電話：０５７０（７８３）１８３  平日９時～１７時 

（３）経営基盤強化、労働環境改善の公募型補助金（一部） 

国では、経営基盤の強化や、労働環境を改善する企業に対し、多様な支援メ

ニューを用意しています。詳しくは右のQRコードからご確認ください。 

●ものづくり・商業・サービス補助 

・部品の内製化、国内への拠点移転な

どへの設備投資 など 

ものづくり補助金事務局 

電話：０５０（８８８０）４０５３

平日１０時～１７時 

●持続化補助 

・ビジネスモデルの転換 など 

※売上10％以上減少の場合、優先的

に支援します。詳しくは市ウェブサ

イト（ID：1033613） 

全国商工会連合会：03(6670)2540

平日９時～12時、13時～17時 

 または 

日本商工会議所 ：03(6647)2389

平日9時30分～1213時～17時30分 

●IT 導入補助 

・テレワーク推進のためのツール導

入 など 

（一社）サービスデザイン推進協議会

電話：０５７０（６６６）４２４ 

平日9時30分～17時 30分 

（４）経営に関する相談先 

愛知県信用保証協会 ０１２０（４５４）７５４ 

愛知県中小企業団体中央会 ０５２（４８５）６８１１ 

一宮商工会議所 ０５８６（７２）４６１１ 

尾西商工会 ０５８６（６２）９１１１ 

木曽川商工会 ０５８６（８７）３６１８ 

愛知県よろず支援拠点 ０５２（７１５）３１８８ 

愛知県商工会連合会 ０５２（５６２）００３０ 

商工中金 名古屋支店 ０５２（９５１）７５８１ 

日本政策金融公庫 一宮支店 ０５８６（７３）３１３１ 

下請かけこみ寺 ０１２０（４１８）６１８ 

中部経済産業局 下請Gメン ０５２（５８９）０１７０ 

経済産業省 

持続化（商議所） 
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B.小学校休業等対応助成金 

対象者 次のいずれかの理由により、有給休暇を取得した従業員（保護

者）を雇う事業主、または、次のいずれかの理由により、決ま

っていた仕事がキャンセルになったフリーランスの方（保護者）

自身が対象です。6月末までの休校が対象。 

・新型コロナウイルス対策のために、通学する小学校等が臨

時休校した子どもがいる 

・新型コロナウイルスに感染した（感染疑い及び濃厚接触者

を含む）子どもがいる 

助成額 事業主：有給休暇の間の賃金×10 分の 10（上限 8,330 円） 

フリーランス：1日当たり 4,100 円

申請先 愛知県は中部地区。下記に書類で申請 

〒170-6025 

東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 25 階 

 学校等休業助成金・支援金受付センター

備考 ・原則として、障害児を除き小学校と幼児教育施設の休業が対

象です 

問合せ先 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 

電話：０１２０（６０）３９９９ 全日 9時～21時 

C.雇用調整助成金 

・事業縮小を余儀なくされた事業主が、雇用維持のための休業手当に要した費用を助成します

対象者 生産指標が 5％以上悪化し、従業員（雇用保険被保険者に限ら

ない）を休業させ、休業手当を支払った者 

対象期間 1年間で100日＋（4月1日～6月30日にあたる日数） 

助成額 解雇等を行わない場合、中小企業10分の9、大企業4分の3

（上限は日額8,330 円（別途加算あり）） 

その他 6 月 30 日までは事後申請が可能 

申請先 愛知労働局 あいち雇用助成室（郵送も可） 

〒461-0003 名古屋市中区錦 2-14-25 ヤマイチビル 11F 

０５２（２１９）５５１８ 平日 8時 30分～17時 15分 

または 

一宮公共職業安定所（ハローワーク一宮）起業支援部門 

０５８６（４５）２０４８ （３１＃）平日8時30分～17時15分

問合せ先 あいち雇用助成室 または 

助成金コールセンター 

電話：０１２０（６０）３９９９ 全日 9時～21時 

助成金概要 
事業主向け 

助成金概要 
フリーランス向け 

助成金概要 
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D.生活資金等の融資、給付のご相談 

（１）緊急小口資金・総合支援資金 

・収入が減少した方、失業した方の生活資金を融資します。 

・新型コロナに起因する融資では、貸付限度、据え置き期間、融資期間が緩和

されています（太字部分）。また、無条件で無利子となります。 

 緊急小口資金 総合支援資金 

対象者 
・新型コロナウイルスの影響で収入等が

減少し、一時的な生活資金が必要 

・新型コロナウイルスの影響による失業や

収入減少等で、日常生活の維持が困難 

貸付上限 
・10万円以内 

・学校休業等の場合、２０万円以内 

・2人以上：月額20万円以内 

・単身：月額15万円以内 

（いずれも原則3か月分以内が上限）

融資期間 
・据置期間：１年以内
・返済期間：２年以内

・据置期間：１年以内
・返済期間：10年以内 

申請先 一宮市社会福祉協議会 ０５８６（８５）７０２４ 平日9時～17時 15分 

（２）生活支援臨時給付金（仮称） 

対象者 世帯主の月間収入（2～6月のいずれか）が次のどちらかに該当する世帯 

・前年と比べ収入が減少し、【基準】を下回った 

・前年と比べ収入が半減し、年収ベースで【基準】の2倍以下となった

【基準】月収10万円＋扶養親族等1人につき5万円 

給付額 1世帯あたり３０万円

申請先 一宮市（具体的な窓口は未定） 

・原則として郵送での申請を想定 

問合せ先 生活支援臨時給付金コールセンター 

  電話：０３（５６３８）５８５５ 平日9時～18時30分

E.労働に関するご相談 

新型コロナウイルスの影響によって、解雇、雇い止め、給与未払い、内定取消しなどの扱い

を受けた場合、下記の窓口にご相談ください。 

愛知労働局 雇用環境・均等部 
 指導課 

０５２（９７２）０２６６ 平日9時30分～17時 

一宮総合労働相談コーナー 
（一宮労働基準監督所内） 

０５８６（４５）０２０６ 平日8時30分～17時15分

ハローワーク一宮 職業相談 
第二部門（就活生向け） 

０５８６（４５）２０４８ ４１＃ 平日8時30分～17時15分

尾張県民事務所産業労働課 ０５２（９６１）８０７０ 平日9時～17時30分 

あいち労働総合支援フロア 
 労働相談コーナー 

０５２（５８９）１４０５ 土曜日10時～17時 

連合愛知 地域ユニオン ０５２（６８４）０１６９ 

連合 労働相談 ０１２０（１５４）０５２ 連合愛知につながります

制度概要 
（総務省） 

一宮市社会福祉協議会
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F.税、社会保険料、公共料金等の支払猶予等 

詳しくは、経済産業省ウェブサイト、または各問合せ先にご確認ください。 

項目 内容 備考 問合せ先 

納税 
・売上 20％減を目安に、1 年間納
税を猶予（担保、延滞税なし） 

・法人税、消費税、申告
所得税、固定資産税 

申告 
・申告期限を4月16日（木）まで
延長 

・4月 17日（金）以降
も柔軟に対応予定 

固定資産税 
都市計画税 

売上減少と減免率 
・30～50％減少：50％減免 
・50％以上減少：100％減免 

・事業者向けの制度です
・今年2月～10月のう
ち3か月で比較 

中小企業庁 財政課 
03（3501）5803 

欠損金 
・欠損金の繰戻し還付の対象者を、
資本金10億円以下に拡大 

厚生年金 
・一括納付が困難な場合、ご相談く
ださい 

・事業者向けの制度です
一宮年金事務所 
0586（45）1418 

市民税 
・事業収入や給与の減少により、納
税が困難な方は、ご相談ください

市 納税課 
0586（28）8968 
0586（28）8969 

電気 
・3～5 月分の電気料金の支払期日
を1か月延長（中電の例） 

・社会福祉協議会の緊急
小口資金・生活支援資
金の融資を受けてい
ること 

ご契約の電気、ガス事業
者にお尋ねください 

ガス 
・2～4 月分のガス料金の支払期日
を1か月延長（東邦ガスの例） 

水道 
・2～5 月分の上下水道料金の支払
期日を2か月延長 

一宮市 水道お客さまセンター
0586（28）8622 

市営住宅 
・収入が減少し、家賃の支払が困難
な方はご相談ください 

一宮市市営住宅管理事務所
0586（28）8649 

家賃 
・主たる生計者が離職するなどし、
家賃支払が困難な場合、住居確保
給付金を支給 

・世帯人数により上限あり
・世帯全員の預貯金上限
など、各種条件あり 

市 生活支援相談室 
0586（28）9145 

学費 
・高等教育修学支援新制度（4/1～）
・貸与型奨学金 

・収入減少後の所得見込
みで判断 

各学校の窓口 または 
日本学生支援機構 
0570（666）301 

・テナント料については、3月31日の国交相会見の中で、テナントから相談があった場合、柔軟な対応を
要請するよう通知すると明らかにしています。 

注：一部助成、特例対応等について、国の補正予算成立を前提としているものがあります。 

【4月 13日更新】 

・持続化給付金（P.5）の問合せ先を更新しました。 

・固定資産税、都市計画税の減免（P.8）の問合せ先を更新しました。 


